
 

以上 

 

Ⅰ．検討事項                                                                                   

１．各種証明書のうちコンビニ交付サービスを利用した場合の手数料の改定について（市民課） 

市民サービスの向上及びコンビニ交付サービスの利用促進を図るため、当該サービスを利用した場合の

手数料について、現行の手数料から５０円減額した額とすることについて審議し、担当課提案のとおり承認

することとなった。 

   

第３回会議については、決定内容について令和６年１０月２５日（金）の令和６年度第３回経営改革推進本部会

議の審議事項で、速やかに行う必要があることから、書面開催としております。 

令和６年度第３回経営改革推進委員会 議事録（会議内容）【書面開催】 

日程 令和６年１０月２２日（火） 

構成員 

[委員長]  遠藤副市長 

[副委員長]菅原政策経営部長  

[委   員] 三角政策経営部次長、吉岡総務部次長、小倉協働経済部次長、 

奥井健康福祉部次長、金坂都市環境部次長、相澤こども部次長、 

濱田議会事務局次長、今富監査事務局長、 

村山選挙管理委員会事務局長、髙仲農業委員会事務局長、 

野村学校教育部次長、芹澤生涯学習部次長、 

三代川消防本部次長、真田企業局業務部次長、盛企業局工務部次長 

議題 

Ⅰ．検討事項 
１．各種証明書のうちコンビニ交付サービスを利用した場合の手数料の改定について 
（市民課） 

 


